
 

PFIにおけるLCCの実態等に関する調査研究 取組概要 

 

＜はじめに＞ 

 BELCAでは、平成14年度より2年計画で総合的LC特別研究を実施し、複数（5テーマ）の

LCに関する調査研究に取り組んでまいりました。 
 その中で「PFIにおけるLCCの実態等に関する調査研究」は平成15年度の事業計画の新規

テーマですが、平成16年以降も積極的に取り組むべき重要なテーマと考えます。 
 そこで、ここに本テーマの調査研究方針を掲載いたしますので、会員各位のご支援ご協

力を賜れれば幸いです。 
 

＜背景＞ 

 BELCAでは、かねてより、ストックマネジメントの見地から、建築物の長寿命化を唱え、

適正・計画的な建築・設備の維持保全を推進し、良好な建築ストックの形成に寄与して来

ています。 
近年では不動産投資・取引におけるエンジニアリング・レポートに関して「作成の考え

方」及び「ガイドライン」を世に示し、先駆的な役割を果たして来ました。 
 日本版PFIが、国、地方自治体等の多様な施設で適用され、竣工後2～3年経過し、運営段

階に入っているものもあり、ようやくPFIという言葉が定着した感があります。 
 しかし、PFIは、ややもすると価格偏重ともいわれており、長寿命化、LCCを考慮した適

正な技術面についても社会的な評価が得られるようにする必要があります。 
 

＜調査研究の枠組み（平成15年度・16年度～）＞（案） 

1． LCCの見地からＰＦＩ事業の全プロセスにおける課題をとりまとめ、それに対応する

ために必要な知識等の情報提供を行う。 
2． PFI事業の各段階のうち、主に維持保全、運営段階から移管、引渡し段階に至る中で、

維持保全の重要性を訴え、その評価方法・評価基準などについて、ガイドラインとし

て取りまとめる。 
3． BELCA会員のみならず、国、地方自治体等担当者などＰＦＩ事業に関係している各

位を対象に、今年度、次年度以降の成果を段階的に刊行物として出版する。 
  （15年度は考え方と実務知識。16年度以降は2．でいうガイドラインを出版する。） 
※ PFI事業の全プロセスにおいて抽出された主な検討課題を図―1に示す。 
  （図中、枠で囲まれた課題は今年度、それ以外は次年度以降の取り組み課題）  
 

＜平成15年度年度の取り組み＞ 

1． LCCの観点から見たＰＦＩ事業の課題抽出と検討課題の絞込み（表―1）  
  を行いBELCAの考え方を示す。 
2． 官庁施設のPFI事業手続き標準（第1版）に対し、LCCの見地から1．と同様BELCAの

考え方を示す。(具体的な対応、方針等の解説) 
※ 1．及び2．は重複する課題があるので整合性に十分注意する。 
 



 

表－1 今年度に取り組む主な検討課題 
（１）PFI事業における維持管理、LCCに関する位置づけと重要性の認知 
 ・ 本来のLCCとPFI事業のLCCの取扱い 
 ・ VFM算定方法・算定基準の考え方（要求水準書との整合性） 
 ・ 用語の定義・区分の明確化 
（２）修繕に関する事業範囲・取扱いの明確化 
 ・ 修繕と改修の線引き 
 ・ 修繕計画の提出様式（修繕費目）の最適事例の提示 
 ・ 物理的劣化と社会的劣化など予測できないものの取扱い 
 ・ 大規模修繕についての考え方を提示 
（３）維持管理に関する事業範囲・取扱いの検討 
 ・ （PFI事業では分けられている）維持管理と運営の取扱い 
（４）光熱水費の負担区分・評価 
 ・ 省エネルギーの見地からみたPFI事業における最適な光熱水費の負担区分の提案 

と提案に対しての評価、インセンティブのあり方の検討 
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○ＶＦＭ算定方法・算定基準
・技術的裏づけ（算定根拠）
・リスクの定量化
・予防保全と事後保全
（公共の実績ベース）
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・ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府）

・ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（内閣府）

・ＶＦＭに関するガイドライン（内閣府）

・契約に関するガイドライン―ＰＦＩ事業契約における留意事項―（内閣府）

・モニタリングに関するガイドライン（内閣府）
・官庁施設のＰＦＩ事業手続き標準（国土交通省）

・建築保全業務共通仕様書、積算基準（国土交通省）
・建築物修繕措置判定手法（国土交通省）

Ｐ
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Ｉ
関
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一
般 ・建築改修工事共通仕様書、監理指針等（国土交通省）
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BELCA
PFIにおけるLCCの実態等に関する調査研究

○用語の定義・区分（あいまい）○維持管理・ＬＣＣに関する認識不足

○データの蓄積○データ不足

共

通

修
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○修繕計画の提出様式（修繕費目）

○事業終了後の建物の使い方
・建物の使用期間の明示

○事業期間後の修繕費の評価
（事業期間後の修繕費の提出の是非と制約）

○本来のＬＣＣとＰＦＩのＬＣＣの乖離とその評価
・最終年の修繕費の扱い等

（※ 初年度は問題提起）

○長期に渡る契約の是非
・事業期間固定か一定期間ごとの見直しか

○修繕に関する事業範囲・取り扱い
・修繕と改修の線引き
・社会的劣化・陳腐化等予測できないものの扱い
・大規模修繕を含むかどうか

○評価方法・評価基準

○モニタリング方法・基準
・業務改善要求と減額措置のルール化
（参考：ＳＬＡ）
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エ
ネ
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○光熱水費の負担区分
・サービス対価に含むかどうか

○低減に関する提案の評価方法
（インセンティブ）

○仕様表記か性能表記か

○各種基準書・仕様書の取り扱い
・遵守か参考か（民間の創意工夫）

○計画と実際の修繕との整合性・契約上の制約
（計画通り実施しなければならないのか）

○サービス対価の減額方法
・施設整備費と維持管理費の区分等

○施設の利用状況や前提条件の提示

○発注者側の理由による修繕・改修との業務区分の明確化

○引渡し時の状態の許容範囲

○維持管理に関する事業範囲・取り扱い

○修繕の判断基準

○維持保全計画書の扱い

○修繕費の税制上の扱い
・修繕費に関する支払方法

○瑕疵担保と修繕

○要求水準とＶＦＭ評価の整合性確保

○引渡しの条件・評価方法
・要求水準と現状の評価

○引渡し後の保証

図―1＜PFI事業の維持管理・修繕に関する課題等＞




